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１ 計画策定の意義

近年、私たちの生活は、「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の経済成長に伴い、物

質的な豊かさを享受してきた。

しかし、その一方で、最終処分場のひっ迫や廃棄物の不法投棄などのごみ問題から、

天然資源の減少や地球温暖化などの地球規模の問題に至るまで、広範かつ複雑化した環

境問題に直面している。

こうした状況の中、家庭ごみの容積比で約６割と大きな割合を占め、かつ再生資源と

しての利用が可能な容器包装廃棄物について、消費者、市町村及び事業者がそれぞれの

役割分担の下に再商品化（リサイクル）を進めるシステムとして、平成７年６月に「容

器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」いわゆる「容器包装リサイ

クル法」が制定された。

昨今では、プラスチックごみによる海洋汚染への早急な対策も迫られており、私たち

は、従来の「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の社会・経済構造、ライフスタイルを

見直し、社会における物質の循環を確保することによって、天然資源の消費が抑制され、

環境への負荷の低減が図られた「循環型社会」を形成していくことがますます求められ

ている。

この計画は、容器包装リサイクル法第９条第１項の規定により、県内の各市町村の分

別収集計画の量をとりまとめるとともに、分別収集促進のために本県において取り組む

べき事項を明らかにするために、策定するものである。

２ 計画の基本的方向

本計画は、廃棄物の適正処理と４Ｒの推進を基本方針とし、具体的には次の事項に取

り組んでいくこととする。

（１）容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集促進のための啓発の実施

（２）市町村における効率的な分別収集体制の整備の支援

（３）リサイクルの促進、リサイクル製品の利用促進

※４Ｒとは、①Refuse (リフューズ)：ごみになるものは買わない、断る

②Reduce (リデュース)：廃棄物の量を減らす

③Reuse (リユース) ：不要になったものを工夫して再度使用する

④Recycle(リサイクル)：再生できるものは資源として再生利用する
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３ 計画期間

本計画の計画期間は令和５年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに見直しを行う

こととする。

４ 分別収集の対象となる品目

本計画は、以下の容器包装廃棄物を対象とする。

（１）主としてスチール製の容器

（２）主としてアルミ製の容器

（３）無色のガラス製容器

（４）茶色のガラス製容器

（５）その他のガラス製容器

（６）主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの（原材料としてアルミニ

ウムが利用されているものを除く。）

（７）主として段ボール製の容器

（８）主として紙製の容器包装であって上記以外のもの

（９）主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の容器であって飲料、しょうゆ

等を充てんするためのもの

（10）主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの
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５ 各年度における市町村別の排出量の見込み及び当該排出見込量を合算して得られる量

（容器包装リサイクル法第９条第２項第１号）
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６ 各年度において得られる分別基準適合物ごとの市町村別の別の量の見込み及び当該見

込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量（容器包装リサイ

クル法第９条第２項第２号）

（特定分別基準適合物合計） （単位：ｔ）

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

宮 崎 市 5,574 5,554 5,534 5,507 5,481

都 城 市 1,312 1,310 1,308 1,306 1,302

延 岡 市 1,259 1,242 1,225 1,209 1,193

日 南 市 1,093 1,081 1,078 1,081 1,083

小 林 市 725 725 725 725 730

日 向 市 1,088 1,082 1,077 1,069 1,064

串 間 市 223 219 214 210 205

西 都 市 ※1 490 485 479 474 469

え び の 市 243 238 233 228 223

三 股 町 262 262 262 262 262

高 原 町 131 129 127 126 124

国 富 町 311 311 311 311 311

綾 町 100 100 100 100 100

高 鍋 町 ※1 248 245 242 240 237

新 富 町 ※1 221 218 216 213 211

西 米 良 村 ※1 17 17 17 17 17

木 城 町 ※1 65 64 64 63 62

川 南 町 ※1 182 180 178 176 174

都 農 町 ※1 121 119 118 117 115

門 川 町 306 302 299 295 291

諸 塚 村 23 23 23 23 23

椎 葉 村 35 34 34 34 33

美 郷 町 74 74 72 72 72

高 千 穂 町 ※2 135 131 129 127 125

日 之 影 町 ※2 40 39 38 38 38

五 ヶ 瀬 町 ※2 33 32 32 31 31

14,310 14,217 14,134 14,052 13,975

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

1,343 1,329 1,313 1,299 1,285

208 202 199 196 194

※一部事務組合の数値と構成市町村の数値の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

※2 西臼杵広域行政事務組合

市町村名

市町村合計

一部事務組合名

※1 西都児湯環境整備事務組合
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6 （単位：ｔ）

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度
宮 崎 市 202 201 201 200 199
都 城 市 270 270 269 269 268
延 岡 市 153 152 150 148 147
日 南 市 106 86 85 84 83
小 林 市 80 80 80 80 80
日 向 市 129 128 126 124 123
串 間 市 22 22 21 21 21
西 都 市 ※1 48 48 47 47 46
え び の 市 27 26 26 25 24
三 股 町 55 55 55 55 55
高 原 町 14 14 14 14 14
国 富 町 14 14 14 14 14
綾 町 7 7 7 7 7
高 鍋 町 ※1 31 30 30 30 29
新 富 町 ※1 27 27 26 26 26
西 米 良 村 ※1 2 2 2 2 2
木 城 町 ※1 8 8 8 8 8
川 南 町 ※1 24 24 24 24 23
都 農 町 ※1 17 17 17 16 16
門 川 町 38 37 37 36 36
諸 塚 村 3 3 3 3 3
椎 葉 村 0 0 0 0 0
美 郷 町 10 10 10 10 10
高 千 穂 町 ※2 30 30 29 29 28
日 之 影 町 ※2 8 8 8 8 8
五 ヶ 瀬 町 ※2 7 7 7 7 7

1,333 1,306 1,295 1,286 1,277
158 156 154 153 151
46 45 43 43 43

6 -2　茶色のガラス製容器 （単位：ｔ）

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度
宮 崎 市 309 308 307 305 304
都 城 市 413 412 412 411 410
延 岡 市 178 176 174 172 170
日 南 市 105 121 119 120 120
小 林 市 115 115 115 115 115
日 向 市 141 139 138 136 134
串 間 市 51 50 49 48 47
西 都 市 ※1 60 59 58 58 57
え び の 市 67 65 64 63 61
三 股 町 85 85 85 85 85
高 原 町 25 25 25 24 24
国 富 町 20 20 20 20 20
綾 町 10 10 10 10 10
高 鍋 町 ※1 38 38 37 37 36
新 富 町 ※1 34 33 33 32 32
西 米 良 村 ※1 3 3 3 3 3
木 城 町 ※1 10 10 10 10 9
川 南 町 ※1 30 30 30 29 29
都 農 町 ※1 21 21 21 20 20
門 川 町 41 40 40 39 39
諸 塚 村 3 3 3 3 3
椎 葉 村 0 0 0 0 0
美 郷 町 14 14 14 14 14
高 千 穂 町 ※2 36 35 35 34 34
日 之 影 町 ※2 10 10 10 10 10
五 ヶ 瀬 町 ※2 9 8 8 8 8

1,827 1,829 1,818 1,806 1,794
240 238 236 234 232
67 66 66 64 63

※一部事務組合の数値と構成市町村の数値の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

-1　無色のガラス製容器

※2 西臼杵広域行政事務組合

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合

※2 西臼杵広域行政事務組合

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合
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6 （単位：ｔ）

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度
宮 崎 市 650 648 646 642 639
都 城 市 133 133 133 133 132
延 岡 市 128 126 125 124 122
日 南 市 53 35 34 34 33
小 林 市 35 35 35 35 35
日 向 市 56 55 55 54 53
串 間 市 6 6 6 6 5
西 都 市 ※1 49 49 48 48 47
え び の 市 13 12 12 12 12
三 股 町 40 40 40 40 40
高 原 町 4 4 4 4 4
国 富 町 32 32 32 32 32
綾 町 12 12 12 12 12
高 鍋 町 ※1 31 31 31 30 30
新 富 町 ※1 28 27 27 27 26
西 米 良 村 ※1 2 2 2 2 2
木 城 町 ※1 8 8 8 8 8
川 南 町 ※1 25 25 24 24 24
都 農 町 ※1 17 17 17 17 17
門 川 町 12 12 11 11 11
諸 塚 村 2 2 2 2 2
椎 葉 村 14 14 14 14 13
美 郷 町 5 5 4 4 4
高 千 穂 町 ※2 11 10 10 10 10
日 之 影 町 ※2 3 3 2 2 2
五 ヶ 瀬 町 ※2 2 2 2 2 2

1,371 1,345 1,336 1,328 1,317
161 159 158 156 154
16 16 15 15 15

6 -4　紙製の容器包装であって飲料用紙パック、段ボール以外のもの （単位：ｔ）

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度
宮 崎 市 116 116 115 115 114
都 城 市 0 0 0 0 0
延 岡 市 67 66 65 64 64
日 南 市 312 314 306 299 293
小 林 市 0 0 0 0 0
日 向 市 0 0 0 0 0
串 間 市 0 0 0 0 0
西 都 市 ※1 0 0 0 0 0
え び の 市 0 0 0 0 0
三 股 町 0 0 0 0 0
高 原 町 0 0 0 0 0
国 富 町 0 0 0 0 0
綾 町 0 0 0 0 0
高 鍋 町 ※1 0 0 0 0 0
新 富 町 ※1 0 0 0 0 0
西 米 良 村 ※1 0 0 0 0 0
木 城 町 ※1 0 0 0 0 0
川 南 町 ※1 0 0 0 0 0
都 農 町 ※1 0 0 0 0 0
門 川 町 11 11 11 11 11
諸 塚 村 0 0 0 0 0
椎 葉 村 0 0 0 0 0
美 郷 町 0 0 0 0 0
高 千 穂 町 ※2 0 0 0 0 0
日 之 影 町 ※2 0 0 0 0 0
五 ヶ 瀬 町 ※2 0 0 0 0 0

506 507 497 489 481
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

※一部事務組合の数値と構成市町村の数値の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

※2 西臼杵広域行政事務組合

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合

※2 西臼杵広域行政事務組合

-3　その他のガラス製容器

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合
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6 （単位：ｔ）

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度
宮 崎 市 1,271 1,266 1,262 1,256 1,249
都 城 市 484 483 482 481 480
延 岡 市 210 208 206 203 201
日 南 市 141 138 136 134 132
小 林 市 90 90 90 90 90
日 向 市 180 180 179 179 178
串 間 市 47 47 46 45 44
西 都 市 ※1 71 71 70 69 68
え び の 市 43 42 41 40 39
三 股 町 80 80 80 80 80
高 原 町 16 16 16 16 15
国 富 町 66 66 66 66 66
綾 町 16 16 16 16 16
高 鍋 町 ※1 52 52 51 51 50
新 富 町 ※1 47 46 46 45 45
西 米 良 村 ※1 3 3 3 3 3
木 城 町 ※1 12 12 12 12 12
川 南 町 ※1 32 32 32 31 31
都 農 町 ※1 23 23 23 22 22
門 川 町 55 54 53 53 52
諸 塚 村 4 4 4 4 4
椎 葉 村 7 7 7 7 7
美 郷 町 16 16 15 15 15
高 千 穂 町 ※2 30 29 29 28 28
日 之 影 町 ※2 9 9 9 9 9
五 ヶ 瀬 町 ※2 8 8 8 7 7

3,015 2,998 2,980 2,961 2,944
242 239 236 234 231
47 46 46 43 43

6 -6　プラスチック製の容器包装であってペットボトル以外のもの （単位：ｔ）

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度
宮 崎 市 3,026 3,015 3,004 2,990 2,975
都 城 市 12 12 12 12 12
延 岡 市 523 514 506 497 489
日 南 市 376 387 398 410 422
小 林 市 405 405 405 405 410
日 向 市 582 580 579 576 576
串 間 市 97 95 93 91 89
西 都 市 ※1 262 259 256 253 250
え び の 市 94 92 90 88 86
三 股 町 2 2 2 2 2
高 原 町 71 70 69 68 67
国 富 町 179 179 179 179 179
綾 町 55 55 55 55 55
高 鍋 町 ※1 95 94 93 92 91
新 富 町 ※1 86 85 84 83 82
西 米 良 村 ※1 6 6 6 6 6
木 城 町 ※1 27 26 26 26 25
川 南 町 ※1 70 69 68 67 67
都 農 町 ※1 42 42 41 41 40
門 川 町 150 149 147 145 143
諸 塚 村 12 12 12 12 12
椎 葉 村 14 13 13 13 13
美 郷 町 29 29 29 29 29
高 千 穂 町 ※2 28 27 26 26 25
日 之 影 町 ※2 10 9 9 9 9
五 ヶ 瀬 町 ※2 7 7 7 7 7

6,258 6,232 6,208 6,182 6,162
587 250 574 568 561
45 43 42 42 41

※一部事務組合の数値と構成市町村の数値の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

※2 西臼杵広域行政事務組合

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合

※2 西臼杵広域行政事務組合

-5　ペットボトル

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合
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6 （単位：ｔ）

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度
宮 崎 市 0 0 0 0 0
都 城 市 12 12 12 12 12
延 岡 市 0 0 0 0 0
日 南 市 0 0 0 0 0
小 林 市 0 0 0 0 0
日 向 市 0 0 0 0 0
串 間 市 0 0 0 0 0
西 都 市 ※1 0 0 0 0 0
え び の 市 0 0 0 0 0
三 股 町 2 2 2 2 2
高 原 町 0 0 0 0 0
国 富 町 0 0 0 0 0
綾 町 0 0 0 0 0
高 鍋 町 ※1 0 0 0 0 0
新 富 町 ※1 0 0 0 0 0
西 米 良 村 ※1 0 0 0 0 0
木 城 町 ※1 0 0 0 0 0
川 南 町 ※1 0 0 0 0 0
都 農 町 ※1 0 0 0 0 0
門 川 町 30 30 29 29 29
諸 塚 村 0 0 0 0 0
椎 葉 村 0 0 0 0 0
美 郷 町 0 0 0 0 0
高 千 穂 町 ※2 0 0 0 0 0
日 之 影 町 ※2 0 0 0 0 0
五 ヶ 瀬 町 ※2 0 0 0 0 0

44 44 43 43 43
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

※一部事務組合の数値と構成市町村の数値の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

-7　その他プラ製容器包装（6-6）のうち白色トレイ

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合

※2 西臼杵広域行政事務組合
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７ 容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物について、各年度

における市町村別の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる量（容器包装リサイ

クル法第９条第２項第３号）

（法第２条第６項物合計） （単位：ｔ）

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

宮 崎 市 4,278 4,263 4,248 4,227 4,207

都 城 市 933 931 929 927 925

延 岡 市 632 625 618 611 605

日 南 市 379 385 375 286 287

小 林 市 211 211 211 211 211

日 向 市 527 523 522 519 517

串 間 市 92 90 88 86 85

西 都 市 ※1 52 51 50 50 49

え び の 市 135 132 128 126 123

三 股 町 200 200 200 200 200

高 原 町 17 17 16 16 16

国 富 町 142 142 142 142 142

綾 町 56 56 56 56 56

高 鍋 町 ※1 68 67 66 65 65

新 富 町 ※1 43 42 42 41 41

西 米 良 村 ※1 7 7 7 7 7

木 城 町 ※1 21 21 21 21 21

川 南 町 ※1 67 66 65 65 64

都 農 町 ※1 32 31 31 31 30

門 川 町 169 167 165 163 161

諸 塚 村 21 21 21 21 21

椎 葉 村 32 31 30 30 29

美 郷 町 71 71 65 65 65

高 千 穂 町 ※2 134 132 130 128 125

日 之 影 町 ※2 29 29 29 28 27

五 ヶ 瀬 町 ※2 26 25 24 24 24

8,372 8,336 8,281 8,146 8,102

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

289 286 282 279 276

189 186 183 180 176

※一部事務組合の数値と構成市町村の数値の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

※2 西臼杵広域行政事務組合

市町村名

市町村合計

一部事務組合名

※1 西都児湯環境整備事務組合
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7 （単位：ｔ）

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度
宮 崎 市 481 479 478 475 473
都 城 市 76 76 76 76 75
延 岡 市 41 40 40 39 39
日 南 市 35 35 34 34 33
小 林 市 26 26 26 26 26
日 向 市 59 58 58 57 57
串 間 市 13 13 13 13 12
西 都 市 ※1 8 8 8 7 7
え び の 市 19 19 19 18 18
三 股 町 15 15 15 15 15
高 原 町 8 8 8 8 8
国 富 町 19 19 19 19 19
綾 町 11 11 11 11 11
高 鍋 町 ※1 5 5 5 5 5
新 富 町 ※1 4 4 4 4 4
西 米 良 村 ※1 0 0 0 0 0
木 城 町 ※1 1 1 1 1 1
川 南 町 ※1 4 4 4 4 4
都 農 町 ※1 3 3 3 3 3
門 川 町 8 8 8 8 8
諸 塚 村 1 1 1 1 1
椎 葉 村 2 1 1 1 1
美 郷 町 4 4 3 3 3
高 千 穂 町 ※2 17 17 16 16 16
日 之 影 町 ※2 5 5 5 5 4
五 ヶ 瀬 町 ※2 4 4 4 4 4

870 866 859 854 848
30 29 29 29 29
25 25 24 24 23

7 （単位：ｔ）

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度
宮 崎 市 1,184 1,180 1,175 1,170 1,164
都 城 市 197 196 196 195 195
延 岡 市 139 138 136 135 133
日 南 市 88 86 85 84 83
小 林 市 55 55 55 55 55
日 向 市 136 135 134 133 132
串 間 市 28 27 27 26 25
西 都 市 ※1 32 32 31 31 31
え び の 市 30 28 28 27 27
三 股 町 60 60 60 60 60
高 原 町 9 9 8 8 8
国 富 町 45 45 45 45 45
綾 町 19 19 19 19 19
高 鍋 町 ※1 21 20 20 20 20
新 富 町 ※1 18 18 18 17 17
西 米 良 村 ※1 2 2 2 2 2
木 城 町 ※1 5 5 5 5 5
川 南 町 ※1 16 16 16 16 16
都 農 町 ※1 11 11 11 11 11
門 川 町 21 20 20 20 20
諸 塚 村 5 5 5 5 5
椎 葉 村 5 5 5 5 5
美 郷 町 13 13 13 13 13
高 千 穂 町 ※2 25 25 25 25 24
日 之 影 町 ※2 7 7 7 7 7
五 ヶ 瀬 町 ※2 7 6 6 6 6

2,178 2,163 2,153 2,140 2,127
105 104 103 102 101
39 39 38 37 36

※一部事務組合の数値と構成市町村の数値の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合

※2 西臼杵広域行政事務組合

-1　スチール製の容器

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合

※2 西臼杵広域行政事務組合

-2　アルミ製の容器
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7 （単位：ｔ）

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度
宮 崎 市 46 46 45 45 45
都 城 市 33 33 33 33 33
延 岡 市 13 13 12 12 12
日 南 市 93 100 97 95 93
小 林 市 0 0 0 0 0
日 向 市 0 0 0 0 0
串 間 市 3 3 3 3 3
西 都 市 ※1 0 0 0 0 0
え び の 市 1 2 1 1 1
三 股 町 5 5 5 5 5
高 原 町 0 0 0 0 0
国 富 町 1 1 1 1 1
綾 町 0 0 0 0 0
高 鍋 町 ※1 0 0 0 0 0
新 富 町 ※1 0 0 0 0 0
西 米 良 村 ※1 0 0 0 0 0
木 城 町 ※1 0 0 0 0 0
川 南 町 ※1 1 1 1 1 1
都 農 町 ※1 0 0 0 0 0
門 川 町 11 11 11 11 11
諸 塚 村 0 0 0 0 0
椎 葉 村 0 0 0 0 0
美 郷 町 4 4 4 4 4
高 千 穂 町 ※2 0 0 0 0 0
日 之 影 町 ※2 0 0 0 0 0
五 ヶ 瀬 町 ※2 0 0 0 0 0

212 219 215 212 209
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0

7 （単位：ｔ）

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度
宮 崎 市 2,568 2,558 2,549 2,537 2,525
都 城 市 627 626 624 623 622
延 岡 市 439 434 430 425 420
日 南 市 163 164 159 73 78
小 林 市 130 130 130 130 130
日 向 市 332 330 330 329 328
串 間 市 48 47 46 45 44
西 都 市 ※1 11 11 11 11 11
え び の 市 84 82 81 79 77
三 股 町 120 120 120 120 120
高 原 町 0 0 0 0 0
国 富 町 77 77 77 77 77
綾 町 26 26 26 26 26
高 鍋 町 ※1 42 42 41 41 40
新 富 町 ※1 20 20 20 20 19
西 米 良 村 ※1 5 5 5 5 5
木 城 町 ※1 15 14 14 14 14
川 南 町 ※1 46 46 45 44 44
都 農 町 ※1 17 17 17 17 17
門 川 町 129 127 126 124 123
諸 塚 村 15 15 15 15 15
椎 葉 村 25 24 24 24 23
美 郷 町 50 50 45 45 45
高 千 穂 町 ※2 92 90 89 87 85
日 之 影 町 ※2 17 17 17 16 16
五 ヶ 瀬 町 ※2 15 15 14 14 14

5,113 5,088 5,054 4,940 4,918
157 155 153 152 150
125 122 120 117 114

※一部事務組合の数値と構成市町村の数値の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合

※2 西臼杵広域行政事務組合

-3　飲料用紙パック

市町村名

市町村合計
※1 西都児湯環境整備事務組合

※2 西臼杵広域行政事務組合

-4　段ボール
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８ 対象品目別分別収集実施予定状況

8

6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 7-1 7-2 7-3 7-4

市町村名 白色ﾄﾚｲ

宮 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都 城 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

延 岡 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 南 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小 林 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 向 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

串 間 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西 都 市 ※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

え び の 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三 股 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高 原 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

国 富 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

綾 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高 鍋 町 ※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 富 町 ※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西 米 良 村 ※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

木 城 町 ※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

川 南 町 ※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都 農 町 ※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

門 川 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諸 塚 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

椎 葉 村 ○ ○ ○ ○ ○

美 郷 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高 千 穂 町 ※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 之 影 町 ※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

五 ヶ 瀬 町 ※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23

1 3

市町村名 白色ﾄﾚｲ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※

白色ﾄﾚｲ

○

○

○ ○

○

○

○

○

市町村数

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　分別収集対象品目ごとの分別収集取組予定状況

プラ(PET除く) ※無色
びん

茶色
びん

その他
びん

その他
紙

ペット
ボトル

6-6 (6-7)

対象品目

17 25

ペット
ボトル

ｽﾁｰﾙ
缶

プラ(PET除く) ※

26

アルミ
缶

26

その他
びん

対象品目 その他
紙

飲料用
紙ﾊﾟｯｸ

段ﾎﾞｰﾙ

ｽﾁｰﾙ
缶

アルミ
缶

飲料用
紙ﾊﾟｯｸ

段ﾎﾞｰﾙ

26

3. 「白色トレイ」、「その他プラ（白色トレイ除く）」をそれぞれ分別収集する場合

「白色トレイ」のみを分別収集し、「その他プラ(白色トレイ除く)」は「燃やせるごみ」等として収

集する（分別収集の対象としない）場合

6-6(6-7)プラスチック製の容器包装であってペットボトル以外のものの分
別収集取組状況の分類

25 25 26 6

無色
びん

茶色
びん

※１西都児湯環境整備事務組合

※2 西臼杵広域行政事務組合

プラ(PET除く) ※

「白色トレイ」と「その他プラ(白色トレイ除く)」を区別せず、あわせて「プラ（PET除く）」として分
別収集する場合

1.

2.

○

○
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９ 容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及、市町村

相互間の分別収集に関する情報の交換の促進その他の分別収集の促進に関する事項（容

器包装リサイクル法第９条第２項第４号）

（１）容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集の促進に関する普及・啓発活動

・ 新聞、テレビ、県広報誌、ホームページ等を活用し、ごみ減量、分別収集の促進

に関する情報提供、普及啓発を行う。

・ 宮崎県環境情報センター等県の関係機関における研修会、講演会等や、教育関係

機関における環境学習を通じ、普及啓発を行う。

・ ごみ減量化に関するパンフレット「ごみ減量化テキスト」を作成し、環境研修、

環境学習等において活用を図る。

・ 行政、事業者団体、消費者団体等から構成される「宮崎県４Ｒ推進協議会」と連

携し、環境研修の実施、食品ロスの削減等の各種啓発活動に取り組む。

（２）市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進

・ 各市町村、一部事務組合等が実施するごみ減量化、分別収集に関する取組状況、

実施効果等について調査、分析を行い、情報提供を行うとともに、必要に応じ関係

者間の調整を図る。

・ 市町村等職員を対象とした各種会議や研修会を開催し、市町村等相互間の情報交

換や市町村等職員の業務遂行に必要な知識の習得を図る。

・ 宮崎県４Ｒ推進協議会を通じて、各市町村等で構成される各地区４Ｒ推進協議会

での情報交換等を支援する。

（３）その他分別収集等の促進等に関する事項

・ 「宮崎県ごみ処理広域化計画」に基づき、廃棄物処理施設（リサイクルプラザ）

の広域的整備を支援し、受け入れ体制の確立や、円滑な分別収集の促進を図る。

・ グリーン購入法に基づき、環境に配慮した物品の優先的な購入を推進する。

・ 産・学・官の連携によるリサイクル技術の研究やリサイクル製品の開発に取り組

む。

・ 「みやざきリサイクル製品」として、県内で製造される製品を認定し、リサイク

ル製品の普及及び利用促進を図る。

・ 県内の排出事業者や産業廃棄物処理業者が、資源の循環的利用を目的として産業

廃棄物のリサイクル施設を設置する経費の一部を支援する。


